
【
公
布
さ
れ
た
条
例
等
の
あ
ら
ま
し
】

●

会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
七

十
号
）

一

会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
勉
手
当
の
支
給
割
合
の
算
定
に
お
け
る
勤
務
成
績
に
よ
る
割
合
に
つ
い

て
、
勤
務
成
績
が
良
好
な
会
計
年
度
任
用
職
員
を
百
分
の
百
四
・
五
以
上
百
分
の
百
七
・
五
以
下
等

と
す
る
こ
と
と
し
た
。

二

会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
勉
手
当
の
支
給
割
合
の
算
定
に
お
け
る
勤
務
成
績
に
よ
る
割
合
に
つ
い

て
、
勤
務
成
績
が
良
好
な
会
計
年
度
任
用
職
員
を
百
分
の
百
三
・
二
五
以
上
百
分
の
百
六
・
二
五
以

下
等
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

三

パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
の
在
宅
勤
務
等
に
係
る
報
酬
の
支
給
に
つ
い
て
必
要
な
事
項

を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

四

在
宅
勤
務
等
に
係
る
報
酬
が
支
給
さ
れ
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
の
通
勤
に
要
す
る

費
用
弁
償
に
つ
い
て
、
所
要
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

五

通
勤
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

六

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
二
か
ら
四
ま
で
及
び
五
の
一

部
に
つ
い
て
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

七

一
に
つ
い
て
は
、
令
和
七
年
十
二
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
こ
と
と
し
た
。


